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規

則

(

第
二
十
三
号)

○
過
疎
地
域
、
農
村
地
域
工
業
等
導
入
地
区
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対

す
る
福
岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一

再

掲

○
知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の
順
序
を
定
め
る
規
則

(

人

事

課)

一
〇

正

誤

○
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
(

平
成
二

十
二
年
福
岡
県
条
例
第
二
号)

中
正
誤

一
〇

過
疎
地
域
、
農
村
地
域
工
業
等
導
入
地
区
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課

税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
十
四
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
二
十
三
号

過
疎
地
域
、
農
村
地
域
工
業
等
導
入
地
区
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福

岡
県
税
の
課
税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

過
疎
地
域
、
農
村
地
域
工
業
等
導
入
地
区
及
び
離
島
振
興
対
策
実
施
地
域
に
対
す
る
福
岡
県
税
の
課

税
免
除
に
関
す
る
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
八
年
福
岡
県
規
則
第
三
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
及
び
第
一
条
中

｢

、
農
村
地
域
工
業
等
導
入
地
区｣

を
削
る
。

第
三
条
中

｢

、
第
四
条｣

を
削
る
。

様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

…
…
…
…
…

…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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様式第１号 その１ (第３条関係)

� � � ��� � � � ����

� �

� � ��

���	����

� �

����� �� �

� �� � �  � � !� � "�

#$%�

� � � � %&'(�) *�

��+,-.

/�+	0+��

12� � � 3� � � 3�

�
4 5 � 6�

7 8 9 : � 6�
� � ;<��	=��'>&�?&@A��B�

� 45�6,-789:CDEF�6;CG<#$%&�?&@A;�G<�H	�
�

�IJ�K��I��LM;NOP� � �  � � !� � "QR� � �  � � !� � "ST�

��	=���'>&;UVWJ?&@AX��YSGZ�

[� �� \]^_�`aG<�6+XbTcdJ	� � � ��^_eJ45�6����f

g;e�
��IXJ789:CDEF�6�fg;e�K��IXbTchTijk

VZ�

� � I� l���BeJam'> n	 ��oM�pBqrs;tuYWijkVZ�

� � � vwJtu�xJy�BzX{�YWijkVZ�

� � 	��� '>&�?&@A|};<|}B	���I���

� � 	I�� '>�~�����	���e��Y�^_���k������

� � 	
�� ��;��WeJ������B	��&�F�L��/�����YJ=�;�

�WeJl�;.�<���

� � 	K�� a`'>�� y���|�,-��E����X�RQ;Y�Bz�

� � 	��� ���e��k�� ¡�¢;£¤¥'G<��0+J¦(§�,-¨© !

"Xª«Y�B��

� � 
� �¬'> n	 �®;UVWeJ¯ª�Bz�°±	��,-	���Bz�dtu

YWijkV	l���B,-	I�²	K��BzetuX�YS³hZ�Z�

¢´� l���e
µ¶�qYJ̄ ·e¸&�©J¹·e%&'(�©qYº»X�¼J½

·e&(?¾�©qG<lqZ�



� � � � ����������	 
�	 ����� ����

様式第１号 その２
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様式第１号 その３
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様
式
第
三
号
か
ら
様
式
第
六
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第３号 (第４条関係)
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様式第４号 (第５条関係)
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様式第５号 (第５条関係)
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様式第６号 (第６条関係)
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附

則

(
施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
修
正
を
し
て
使

用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

福
岡
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
福
岡
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

条
例
第
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
掲
示
し
た
も
の
を
、
こ
こ
に
再
掲
す
る
。

知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の
順
序
を
定
め
る
規
則
を
制
定
し
、
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
二
年
四
月
二
日

福
岡
県
知
事

麻

生

渡

福
岡
県
規
則
第
二
十
一
号

知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の
順
序
を
定
め
る
規
則

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
知

事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の
順
序
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

第
一
順
位

副
知
事

山
�
建
典

第
二
順
位

副
知
事

海
老
井
悦
子

第
三
順
位

副
知
事

牛
尾
長
生

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の
順
序
を
定
め
る
規
則
の
廃
止)

２

知
事
の
職
務
を
代
理
す
る
副
知
事
の
順
序
を
定
め
る
規
則

(

平
成
二
十
一
年
福
岡
県
規
則
第
六
十

号)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

(

福
岡
県
公
報
第
三
千
九
十
二
号
増
刊
①)

公
布
福
岡
県
条
例
第
二

号
福
岡
県
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
中
、
附
則
第
一
項
中

｢

雇
用
保

険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

(

平
成
二
十
二
年
法
律
第

号)
｣

は
、
平
成
二
十
二
年
三
月

三
十
一
日
雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
公
布
に
よ
り

｢

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律

(

平
成
二
十
二
年
法
律
第
十
五
号)

｣

と
な
っ
た
。
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正

誤


